
ベースアップ等支援加算にかかる処遇改善計画書 記入要領 
（注）令和４年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みで、 

令和４年 10月からベースアップ等加算のみ新たに届出を行う事業者向け 

作成についての留意点 
  ・基本情報入力シート⇒様式２－４⇒様式２－１の順に作成をお願いします。
  ・作成にあたっては、この後の記入例を参考にしてください。 

※様式２－２と様式２－３については既に令和４年度処遇改善加算・特定処遇改善加算を取得済
みの場合は作成不要 

 １ 基本情報入力シートの入力 

事業所毎の障害福祉サービス事業所番号や所在地等の基本情報が、様式２－１と２－４に転記さ
れます。また、事業所毎の１月当たり障害福祉サービス等報酬総単位数や１単位当たりの単価をも
とに、令和４年度におけるベースアップ等加算の見込額が自動で計算されます。 

 ２ 別紙様式２－４ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書（施設・事業所別個表）について 

  ・ ベースアップ等加算について、事業所毎の情報を入力します。 
・ 事業所毎に、算定する処遇改善加算の区分、新規・継続の別、算定対象月、福祉・介護職員と 
その他の職員ごとの賃金改善見込額、当該見込額のうちベースアップ等による賃金改善の見込額
を入力します。 

  ・要件確認または入力確認のためのオレンジ色のセルが「〇」になっているかを必ず確認してくだ
さい。「×」になっている場合は、表示されるコメントの注意書きをお読みください。 

 ３ 様式２－１（処遇改善計画書）について

  ・賃金改善計画やベースアップ等による賃金改善等の具体的な内容を入力します。 
  ・【本計画書で提出する加算】の欄において、ベースアップ等加算については「○」、処遇加算と特

定加算については「×」を選択してください。これにより、記入不要であるセルが灰色になりま
す。 

４ その他 
  ・ 本計画書の記載内容を証明する資料は、各事業所において適切に保管いただくとともに、名古

屋市からの求めがあった場合には速やかに提出してください。 
・ 処遇改善計画書・実績報告書の作成に当たり、押印の必要はありません。 
・今回専用フォームによるウェブ上での提出となっております。データファイルはPDF化せずに
必ずエクセル形式でご提出いただき、シートの名称等も変更しないでください。 



１ 基本情報入力シート記入例 

処遇改善計画書（処遇改善計画書、特定処遇改善計画書、ベースアップ等支援計画書）作成用　基本情報入力シート

【注意】本シートは様式作成用のため、提出は不要です。

●次の情報を本シートの黄色セルに入力することで、各様式に自動的に転記されます。

・提出先に関する情報

・基本情報

・加算対象事業所に関する情報

１　提出先に関する情報

処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算の届出に係る提出先（指定権者）の名称を入力してください。

加算提出先

２　基本情報

⇒下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式に反映されます。

法人名

法人住所 4 6 2 － 0 8 2 5

法人代表者

連絡先

３　加算対象事業所に関する情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式2-2、2-3、2-4に反映されます。

※１

※２

市区町村

1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 名古屋市 なごや訪問介護サービス 居宅介護 65,485,654 13,097,130 52,388,524

2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 名古屋市 なごや訪問介護サービス 重度訪問介護 14,569,872 2,185,480 12,384,392

3 2 3 6 1 1 1 1 1 1 1 名古屋市 グループホームやっとかめ
共同生活援助（介護サービ
ス包括型）

3,659,854 93,562 3,566,292

4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 名古屋市 栄ワークス 就労継続支援Ｂ型 3,584,625 123,546 3,461,079

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

書類作成
担当者

名古屋市

a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jpe-mail

ナゴヤ　タロウフリガナ

名古屋市

名古屋市

名古屋市

名古屋市

「一月当たりの処遇改善加算等の総額［円］」には、 前年１月から12月までの１年間の「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき、サービス別の処遇改善加算等の総額を12で除したもの（12ヶ月
に満たない場合は、一月あたりの標準的な額として見込まれるもの）を記載すること。

代表取締役

名古屋　太郎

FAX番号

職名

氏名

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

一月当たり（処遇改善加
算等を除いた）障害福祉
サービス等報酬総額

[円]（c)

一月当たりの障害福
祉サービス等報酬総
額（※１）[円](a)

カブシキガイシャナゴヤショウガイフクシサービス

株式会社なごや障害福祉サービス

名古屋市中区三の丸三丁目１ー１

ナゴヤビル１０１号室

052-972-3965

052-972-4149

フリガナ

名称

〒

住所１（番地・住居番号まで）

住所２（建物名等）

電話番号

氏名 名古屋　太郎

一月当たりの
処遇改善加算等の
総額（※２）[円](b)

「一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額［円］」には、「障害福祉サービス費等支払決定額内訳書」に基づき、 前年１月から12月までの１年間のサービス別の報酬総額（処遇改善加算等を含む、各種加算減算
を含む。）を12で除したもの（12ヶ月に満たない場合は、一月あたりの標準的な額として見込まれるもの）を記載すること。

サービス名事業所名

事業所の所在地

通し番号
障害福祉サービス等
事業所番号

都道府県
指定権者名

【凡例】（本シート及び各様式）

以下の分類に従い、色付きセルに必要事項を入力してください。

各加算の算定に共通して必要な情報 入力セル

事業所ごとに赤枠の事項を記載してください。 

記載内容は別紙様式2-4 に自動転記されます。 

また、居宅介護と重度訪問介護など同一の事業所番号

での場合にも、サービスごとに行を分けて記載してくだ

さい。 

「一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額」には、原

則、令和３年１月から12月までの１年間の障害福祉サー

ビス等報酬総額を12で割ったものを記載してくださ

い。 

この報酬額には、各種加算減算、処遇改善加算及び特定

加算の単位数を含んだ総額を記載してください。

記載誤りのないようお願いします。 

なお、修正等の連絡は主にメールにてお送りします。 

メールアドレスの記載誤りのないよう、必ずご確認のう

え正しいメールアドレスを記載してください。

基本情報入力シートの記入が完了したら、 

次に別紙様式 2-4を記入します。

―１－



２ 別紙様式２－４ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書（施設・事業所別個表）記入例 

別紙様式２－４ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書（施設・事業所別個表）

【記入上の注意】

18,314,982

都道府県 市区町村

（o-1）
⑤ⅰ）
福祉・介護
職員の賃金
改善見込額
［円］

（o-2）
左記のう
ち、ベース
アップ等に
よる賃金改
善の見込
額［円］

（p-1）
⑤ⅱ）
その他職種
の賃金改
善見込額
［円］

（p-2）
左記のう
ち、ベース
アップ等に
よる賃金改
善の見込
額［円］

1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 名古屋市 愛知県 名古屋市 なごや訪問介護サービス 居宅介護 加算Ⅱ 52,388,524 新規 4.5% 令和 4 年 10 月～令和 5 年 3 月 （ 6 ヶ月） 14,144,898 15,152,452 10,525,022 3,568,520 3,356,854

2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 名古屋市 愛知県 名古屋市 なごや訪問介護サービス 重度訪問介護 加算Ⅱ 12,384,392 新規 4.5% 令和 4 年 10 月～令和 5 年 3 月 （ 6 ヶ月） 3,343,782 4,159,685 2,897,455 453,658 365,584

3 2 3 6 1 1 1 1 1 1 1 名古屋市 愛知県 名古屋市 グループホームやっとかめ 共同生活援助（介護サービス包括型） 加算Ⅱ 3,566,292 新規 2.6% 令和 4 年 10 月～令和 5 年 3 月 （ 6 ヶ月） 556,338 563,854 557,859 0 0

4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 名古屋市 愛知県 名古屋市 栄ワークス 就労継続支援Ｂ型 加算Ⅱ 3,461,079 新規 1.3% 令和 4 年 10 月～令和 5 年 3 月 （ 6 ヶ月） 269,964 305,682 256,954 0 0

5 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

6 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

・(o-1)及び(p-1)には、福祉・介護職員とその他の職種の賃金改善額について、事業所ごとに「ベースアップ等加算の算定により賃金改善を行う場合の賃金の総額（見込額）」（別紙様式2
－1の2(1)の②参照）と、「前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）」（別紙様式2-1の2(1)②の【基準額３】参照）とを比較し、そ
の差額を事業所ごとに記入すること。
・(o-2)及び(p-2)には、別紙様式2-1（5）ハに記載した具体的な取組に基づき、ベースアップ等による賃金改善の見込額を記載すること。

法人名 株式会社なごや障害福祉サービス

　福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算額（見込額）の合計［円］
（別紙様式2-1 ２ （1）①に転記）

列ごとの合計を「２賃金改善計画について」（４）に転記

サービス名
算定する福
祉・介護職員
処遇改善加
算の区分

一月あたり
（処遇改善加
算等を除い
た）障害福祉
サービス等
報酬総額
[円](c)

事業所の所在地

算定対象月(n)

（３）ベースアップ等支援加算

加
算
率

(

m

)

新規・継続
の別

①福祉・介護職
員等ベースアッ
プ等支援加算の
見込額
(c×m×n)
[円]

障害福祉サービス等
事業所番号

指定権者名 事業所名

「加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲ」の 

いずれかを選択してください。 

※ベースアップ等加算は、処遇改善加算ⅠⅡⅢのい

ずれかを算定している事業所のみ算定可能です。

今回の提出においては、

この欄はすべて「新規」を

選択してください。

(ｏ-1)には、 

ベースアップ等加算の算定のみにより

賃金改善を行った場合の 

令和４年1０月分~令和５年３月分の福

祉・介護職員の賃金総額の見込額と、

令和３年１月分~12月分の福祉・介護

職員の賃金総額（この期間の処遇改善

加算・特定加算を取得し実施される賃

金改善額と独自の賃金改善額を除

く。）を２で割ったもの（６か月分）の差

額を、事業所ごとに記入してください。 

※（ｐ-1）も同様に記載してください。 

(ｏ-2)には、基本給又は決まって毎月支

払われる手当の引上げによる賃金改善

の見込額を記⼊してください。 

※ベースアップ等の見込額は、「賃金改善を行う賃

金項目及び方法」（５ページ）に記載した、賃金改善

の取組による額を記入してください。 

※例えば、令和４年1０月分~令和５年３月分までの

福祉・介護職員の賃金について、既存の手当を一

律○円引き上げる場合、「○円×福祉・介護職員数×

６か月」の額を(ｏ-2)に記入します。 

※(ｐ-2)も同様に記載してください。 

白色セルは、基本情報⼊力シートから転記

されるか、自動計算により⼊力されるため、

本紙で記入が必要となるのは赤囲みの事

項のみです。

別紙様式 2-4の記入が完了したら、 

次に別紙様式 2-1を記入します。 ―2－



３ 別紙様式２－１ 処遇改善計画書 記入例

障害福祉サービス等処遇改善計画書（令和 年度）

１　基本情報＜共通＞

〒

　【本計画書で提出する加算】　※加算名をチェックすること。

× × ○

２　賃金改善計画について＜共通＞

（１）加算額を上回る賃金改善について

○

① 年度の加算の見込額 円 円 円

② 円 円 円

円 円 円

円 円 円

(ア)前年度の賃金の総額 円 円 円

(イ)前年度の処遇改善加算の総額 円 円 円

(ウ)前年度の特定加算の総額 円 円 円

円 円 円

円 円 円

【賃金の総額に係る記入上の注意】

・

・

・

・

・

・

・

【加算の総額に係る記入上の注意】

・

・

【独自の賃金改善額に係る記入上の注意】

・

フリガナ カブシキガイシャナゴヤショウガイフクシサービス

株式会社なごや障害福祉サービス

E-mail連絡先 052-972-3965 052-972-4149 a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

ナゴヤ　タロウ

名古屋　太郎

名古屋市中区三の丸三丁目１ー１

ナゴヤビル１０１号室

法人所在地

フリガナ

FAX番号電話番号

法人名

書類作成担当者

福祉・介護職員処遇改善加算
（処遇改善加算）

福祉・介護職員等特定処遇改善加算
（特定加算）

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
（ベースアップ等加算）

※すでに処遇改善加算・特定加算を算定している事業所が、令和４年10月以降にベースアップ等加算を算定するために計画書を提出する場合、ベースアップ等

加算の算定に必要なセルのみ記入すること。

※「×」をつけた加算に係る記入欄（グレーになるセル）は、記入不要。

※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。

※（１）では下記の要件を確認しており、オレンジ色のセルが「○」でない場合、加算の算定要件を満たしていない。

　　Ⅰ　福祉・介護職員の処遇改善加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること

　　Ⅱ　福祉・介護職員その他の職員の特定加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること

　　Ⅲ　福祉・介護職員その他の職員のベースアップ等加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること

処遇改善加算 特定加算 ベースアップ等加算

令和 4 18,314,982

賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ）
（右側の額は加算見込額を上回ること）

提出先 名古屋市

（福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書）

4

462－0825

6,358,000

24,203,851

ⅰ）それぞれの加算の算定により賃金改善を行う場合の

賃金の総額（見込額）
222,654,311

ⅱ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施
される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）【基準

額１・基準額２・基準額３】

198,450,460

(1)には、処遇改善加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の福祉・介護職員の賃金総額（見込額）を記載すること。（すなわち、特定加算、処遇改善臨時特例

交付金及びベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。）
(2)には、特定加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の賃金総額（見込額）を記載すること。（すなわち、処遇改善加算、処遇改善臨時特例交付金及びベース

アップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。）

(3)には、ベースアップ等加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の賃金総額（見込額）を記載すること。（すなわち、処遇改善加算、特定加算及び処遇改善臨

時特例交付金を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。）

(4)には、福祉・介護職員のみの賃金の総額を記載すること。

(6)には、ベースアップ等加算の配分対象が福祉・介護職員のみである場合、福祉・介護職員のみの賃金の総額を記載することとし、原則として(4)と同一の数値を記

載すること。また、ベースアップ等加算の配分対象にその他の職種を含む場合、事業所に従事するすべての職員（福祉・介護職員及びその他の職種）の賃金の合計

額を記載することとし、原則として(5)と同一の数値を記載すること。

(1)～(6)には、それぞれの加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

(7)～(15）は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

支払額通知書」に基づき記載すること。

(5)には、事業所に従事するすべての職員（福祉・介護職員及びその他の職種）の賃金の総額を記載すること。

277,272,831

57,971,497

14,492,874

(エ)前年度のベースアップ等加算の総額
（福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の総額を含む）

0

(オ)前年度の各障害福祉サービス事業者等の

独自の賃金改善額

（10）（13）には、前年度の特定加算・ベースアップ等加算の総額のうち、福祉・介護職員に支払われた加算額のみを記載し、(11)(12)(14)(15)には事業所に従事する

すべての職員（福祉・介護職員とその他の職種）に支払われた加算額（加算額の総額）を記載すること。

②ⅱ）(オ)の独自の賃金改善額とは、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分（初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。処遇

改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に係るものを除く。）をいうものであり、「（5）二　各障害福祉サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算及びベー

スアップ等加算の配分を除く独自の賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

(1)

(13)

(2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(10)

(8)

(11)

(9)

(12)

(15)

【基準額２】 【基準額３】【基準額１】

(1)

(13)

(2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(10)

(8) (9)

(12)

(15)

【基準額２】 【基準額３】【基準額１】

(1)

(13)

(2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(10)

(8) (9)

(12)

(14) (15)

【基準額２】 【基準額３】【基準額１】

(h)

加算を取得する前年の１～12月の実績を入力してください

加算を取得する前年の１～12月の実績を入力してください

加算を取得する前年の１～12月の実績を入力してください

加算を取得する前年の１～12月の実績を入力してください

加算を取得する前年の１～12月の実績を入力してください

赤囲みの箇所に「○」⻘囲みの２箇所に

「×」を記入してください。（ベースアッ

プ等加算のみ届出の場合に限る） 

「×」につけることによりグレーになる

記⼊欄については、記⼊不要です。

（３）は【基準額３】に別紙2-4の

（ｏ-1）と（ｐ－１）の合計額を合

計する計算式がはいっています

ので入力不要です。 

(６)には、令和３年１月分から

12月分までの賃金総額を２で

割ったもの（６か月分）を記入し

てください (※)。 

(９)(12)も同様の計算方法に

より、６か月分の加算額を記載

してください。 

(1５)には、「０」を記入してくだ

さい。 

「独自の賃金改善額」の記載方

法は、６ページを参照してくだ

さい。 

 (※)(６)には、上記の計算方法により

難い合理的な理由がある場合、他の適

切な方法により前年度の賃金の総額を

推定して記載することが可能 
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２ページ(別紙2-4)に記入した(ｏ-1)(ｏ-2)(ｐ-1)(ｐ-2)から自動転記されます。 

ベースアップ等に係る要件（賃金改善の合計額の３分の２以上が、基本給又は 

決まって毎月支払われる手当の引上げに充てられること）を満たしている場合、 

オレンジセル（要件Ⅱ）が「○」となります。 

オレンジセルが「×」となる場合には、賃金改善の方法を見直して、「○」となるよう、 

再度別紙様式2-4に記入してください。 

★ベースアップ等要件は、「福祉・介護職員」と「その他の職員」のグループごとに満た

す必要があります。 
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ベースアップ等加算により賃金改善を行う賃金項目を

選択してください。 

「ベースアップ等」「その他」のいずれも、必ず１つ以上チ

ェックを入れてください。 

（ただし、加算額をすべてベースアップ等に充てる場合

は、「その他」のチェックは不要です。）

賃金改善の内容の根拠となる就業規則・賃金規程等のう

ち、「賃金改善に関する規定内容」を記載してください。 

★ベースアップ等加算による賃金改善の合計額の３分の２以上が、 

ベースアップ等に充てられることが算定要件であるため、どのように 

ベースアップ等を行うか記載してください。 

※別紙2-4の（ｏ-2）（ｐ-2）には、ここで記載したベースアップ等 

の合計額を事業所毎に記載してください。 

★ベースアップ以外にも、一時金の支給や賞与の引上げ等を行う場合、 

その内容も記載してください。 
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前年度に通常よりも多く賞与や一時金を支払った等の理由により、前

年度の賃金総額（基準額）が例年よりも高くなり、前年度からの賃金

の増加額が加算の額を上回らない見込みの場合、本欄の記載を検討

してください。 

３ページの（１）②ⅱ）(オ)「前年度の各障害福祉サービス事業者等の

の独自の賃金改善額」に計上した額は、（１）②ⅱ）(ア)「前年度の賃金

の総額」から控除することが可能です。 

★独自の賃金改善の具体的な取組内容と算定根拠を記載すること

で、「前年度の福祉・介護職員の賃金の総額」から「独自の賃金改善

額」を控除することが可能です。
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ベースアップ等加算に係る確認項目６点を確認し、 

チェックを入れて下さい。 

各証明資料は、名古屋市からの求めがあった場合、 

速やかに提出できるようにしてください。 

ベースアップ等加算は、現行の処遇改善加算・特定加

算と同様に、賃金改善を行う方法や、職員の処遇改善

に要する費用の見込額、就業規則等の内容について、

全ての職員に周知していることが必要です。

日付の入力もれのないよう、必ず記載してくだ

さい。 

代表者職氏名は基本情報入力シートから転記

されます。
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